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毎
年
４
月
１
日
付
け
で
、
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険
証
）

は
更
新
と
な
り
ま
す
の
で
、
新
し

い
保
険
証
を
３
月
末
日
ま
で
に
簡

易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。
お

手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
保
険
証

の
記
載
内
容
に
間
違
い
が
な
い
か

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
現
在

ご
使
用
中
の
保
険
証
に
つ
い
て
は
、

有
効
期
限
経
過
後
に
各
自
で
責
任

を
持
っ
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
保
険
証
の
取
扱
い

・
必
ず
手
元
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

・
他
人
に
貸
し
た
り
、
借
り
る
こ

　

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
医
療
機
関
等
で
診
察
を
受
け
る

　

と
き
に
は
、
必
ず
窓
口
で
提
示

　

し
て
く
だ
さ
い
。

・
コ
ピ
ー
し
た
も
の
、
有
効
期
限

　

の
切
れ
た
も
の
は
使
え
ま
せ
ん
。

◎
保
険
証
の
有
効
期
限

　

村
か
ら
交
付
さ
れ
る
保
険
証
の

有
効
期
限
は
１
年
で
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て

　

い
る
場
合
は
、
有
効
期
限
の
短

　

い
保
険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

有
効
期
限
が
切
れ
る
前
に
役
場

　

収
納
課
で
納
付
ま
た
は
納
税
相

　

談
を
行
い
、
有
効
期
限
の
延
長

　

を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

同
一
生
計
の
家
族
が
、
修
学
や

病
気
療
養
等
や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
家
族
と
離
れ
て
他
の
自
治

体
に
住
所
を
異
動
し
て
生
活
を
す

る
場
合
は
、
村
へ
届
出
を
す
れ
ば

使
用
中
の
保
険
証
と
は
別
の
「
遠

隔
地
保
険
証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
遠
隔
地
保
険
証
が

交
付
さ
れ
て
い
る
方
も
、
保
険
証

の
有
効
期
限
切
れ
に
伴
い
、
更
新

の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◎
届
出
に
必
要
な
も
の

・
保
険
証
（
更
新
の
場
合
は
旧
遠

　

隔
地
保
険
証
）

・
認
印

・
住
民
票

・
病
気
療
養
等
、
施
設
に
入
所
す

　

る
場
合
は
入
所
証
明
書

・
修
学
の
場
合
は
在
学
証
明
書

＊
遠
隔
地
保
険
証
交
付
後
、
被
保

　

険
者
が
修
学
を
終
え
た
と
き
に

　

住
所
が
美
浦
村
に
戻
ら
な
い
場

　

合
は
、
村
の
国
保
の
加
入
資
格

　

を
失
い
ま
す
。
世
帯
主
は
、
該

　

当
者
に
つ
い
て
村
へ
資
格
喪
失

　

届
を
提
出
し
、
資
格
喪
失
者
の

　

遠
隔
地
保
険
証
を
返
却
し
て
く

　

だ
さ
い
。

・
転
入
、
出
生
、
職
場
の
健
康
保

　

険
か
ら
の
脱
退
等
に
よ
る
「
資

　

格
取
得
」

・
転
出
、
死
亡
、
職
場
の
健
康
保

　

険
へ
の
加
入
等
に
よ
る
「
資
格

　

喪
失
」

・
住
所
、
氏
名
等
の
変
更
に
よ
る

　

「
記
載
内
容
変
更
」

＊
世
帯
主
の
方
が
窓
口
に
届
け
出

　

て
く
だ
さ
い
。

＊
届
出
に
必
要
な
書
類
等
に
つ
い

　

て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
保
険
証
の
紛
失
・
破
損

　

再
発
行
い
た
し
ま
す
の
で
、
身

分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
等
）
と

認
印
を
持
参
の
う
え
、
世
帯
主
の

方
が
窓
口
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

お問合せ
国保年金課国保係

国民健康保国民健康保険

　

現
在
、
期
間
限
定
の
軽
減
特
例

措
置
に
よ
り
、
医
療
機
関
の
窓
口

で
支
払
う
自
己
負
担
金
の
割
合
が

１
割
（
本
来
は
２
割
）
と
な
る
対

象
者
に
は
、「
高
齢
受
給
者
証
」
が

交
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
軽
減
特
例
措
置
に
つ
い
て
、

平
成
２６
年
４
月
よ
り
段
階
的
に
見

直
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

対
象
者
に
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

を
平
成
２６
年
３
月
末
日
ま
で
に
郵

送
に
よ
り
送
付
し
ま
す
（
保
険
証

と
は
別
に
郵
送
し
ま
す
）。

　

４
月
１
日
以
降
は
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

軽
減
特
例
措
置
の
対
象
者
は
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

７０
〜
７４
歳
の
方
の
う
ち
、「
現
役
並

み
所
得
者
」
以
外
の
方
で
す
。

　

な
お
、
次
に
該
当
す
る
方
に
は

高
齢
受
給
者
証
は
送
付
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

＊
平
成
２６
年
３
月
３１
日
ま
で
に
７５

　

歳
に
到
達
さ
れ
る
方
（
昭
和
１４

　

年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
）

＊
医
療
費
の
一
部
自
己
負
担
金
の

　

割
合
が
３
割
の
「
現
役
並
み
所

　

得
者
」
の
方

国
民
健
康
保
険

  

被
保
険
者
証
の
更
新

家
族
と
離
れ
て
生
活
す
る

と
き
は
遠
隔
地
保
険
証
が

交
付
さ
れ
ま
す

家
族
と
離
れ
て
生
活
す
る

と
き
は
遠
隔
地
保
険
証
が

交
付
さ
れ
ま
す

高
齢
受
給
者
証
を

　

対
象
者
に
送
付
し
ま
す

高
齢
受
給
者
証
を

　

対
象
者
に
送
付
し
ま
す

村
へ
の
届
出
が

　
　
　
　

必
要
な
ケ
ー
ス

村
へ
の
届
出
が

　
　
　
　

必
要
な
ケ
ー
ス

年間収入金額
同一世帯の

７０歳以上７５歳未満
の国保被保険者数

１人

２人以上③

②

① ３８３万円未満

後期高齢者医療制度
加入者を含めて
合計５２０万円未満

合計５２０万円未満

　国民健康保険に加入している７０～７４歳の方のう
ち、住民税の課税所得が１４５万円以上の方、およ
びその同一世帯の方が該当となります。
　現役並み所得者は医療費の自己負担金の割合は
３割となります。ただし、下記の条件に該当する
方は、村への申請により２割負担（平成２６年４月
１日時点で７０歳以上の方は１割負担）となります。

「現役並み所得者」に該当する人は…「現役並み所得者」に該当する人は…

◎
保
険
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方

　

に
次
の
事
由
が
生
じ
た
と
き

介護保険
高
齢
者
虐
待
は

大
き
く
５
つ
に

分
類
さ
れ
ま
す

地
域
で
声
か
け
・

見
守
り
を
し
ま
し
ょ
う

高
齢
者
に
寄
り
添
い
、

大
事
に
し
ま
し
ょ
う

介
護
の
負
担
を
一
人
で

抱
え
込
ま
な
い
で

「自殺防止
　つながる“わ”・ささえる“わ”
　茨城いのちの絆キャンペーン」
　　　　　　　　　　　　実施中！


